
受付番号 ※      
    

書類審査 ※  
   

実態調査 ※  月  日  時  分 階層区分 ※一般・特例 

町 営 住 宅 入 居 申 込 書              

令和   年   月   日  

 山田町長 佐藤 信逸 様 

申込者 住 所                        

           氏 名                    ○印    

 職 業       ℡     －     －     

 次のとおり相違ありませんから、町営住宅の入居を申し込みます。 

 また、申込者及び同居しようとする親族は暴力団員でなく、このことについて、町長が警察機関に照会すること

に同意します。 

 なお、この申込書に虚偽の記載があるときは、入居の許可を取り消されても異議ありません。 

 続柄 ふ り が な 

氏  名 年齢 
職業及び 
勤 務 先 過去１年間の所得 入居の

親族等 

心身障害

の 有 無 
備  考 

現 在

の 

家 族 

構 成 

本人     ○   

        

        

        

        

        

別 居
中 の
入 居
親 族 

        

        

希 望
住 宅 第１希望            団地 第２希望            団地 

住 宅

困 窮

事 情 

（ 当

該 数

字 を

○ で

囲 み

所 要

事 項

を 記

入 す

る こ

と。） 

１ 住 宅 以 外 の 建 物 
又 は 場 所 に 居 住  

２ 保安上危険又は衛生上有害な建物に居住  

３ 間取り世帯構成から同居生活に不適当 同居人員    人   居住室数    室 

４ 正 当 な 立 退 要 求 家主の氏名 

５ 遠 距 離 通 勤 片道所要時間    時間   分 

６ 収入に比し家賃過重 家主氏名             家賃月額        円 

７ 家 族 と 別 居 別居先 

８ 婚約中であり結婚後住 宅 が 必 要  

９ そ の 他  

調 査
員 
記 事 

※ 

   （注）※欄は、記入しないこと 



【申込方法】 

１ 申込は１回の公募につき、１世帯１戸限りです。 

２ 住宅の困窮事情をお聞きしますので、郵送申込は受け付けませんからなるべく本人又は家族の方がおいで

下さい。 

３ 内縁関係にある者又は婚約中の者は事実を証する書類(別紙２)を添付のこと。 

４ 立ち退きのみの理由の者は、家主の立退証明書(別紙３)を添付して下さい。 

【申込資格】 

１ 現に同居し、又は同居しようとする親族（事実上婚姻と同様の事情にある者その他婚姻の予定を含む）が

あること。 

２ 現に住宅に困窮していることが明らかなものであること。 

３ 公営住宅法で定める収入基準以下であること。 

４ 町税を滞納していない者であること。 

５ 申込者及び同居しようとする親族に暴力団員が含まれないこと。 

現  住  所  案  内  図 
（できるだけ詳しく書いて下さい） 現に居住している住宅の間取図 

 
居室、台所、便所、玄関、出入口等の概略を記入して
下さい。 

                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          

 


